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本日の発表の流れ

1. 技術革新の必要性

2. 将来枠組みと技術革新

3. 技術革新とmulti-stage approach
4. 今後の課題



１．技術革新の必要性

温暖化政策の究極的目標

『気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼす
こととならない水準において大気中の温室
効果ガスの濃度を安定させる』（UNFCCC）

現時点では550ppmを目標として考える。
（理由は以下に）



１．技術革新の必要性

550ppmを目指す理由：

I. 実現可能性がある最も低い温室効果ガ
スの安定化濃度と考えられるから。

II. できるだけ低い水準を狙うことによって、
将来の濃度水準に関してより多くの選択
肢を持つことができるから。



550ppm安定化モデル①

出典：IPCC Technical paper Ⅲ



550ppm安定化モデル②

排出ピークは2020～2030年

2030年以降は排出を1990年レベル以下
に抑える必要。

様々な研究は2150年に550ppmを目標に設定

している。



１．技術革新の必要性

550ppmで安定化のためには世界全体で
の排出量の大幅な削減が必要不可欠

将来枠組みにおいて・・・

長期的に技術革新とそれに伴うエネルギー
システムの構造的変革を促進していく必要

具体的には炭素隔離や化石エネルギーに
対する代替エネルギーの利用などによって
CO2ゼロ排出を目指すべき。



２．将来枠組みと技術革新

エネルギーシステムの構造改革は大規模な
インフラの再整備を伴うため、早期に対策を
開始し、段階的に進めていくことが肝要（以
下に理由を述べる）。



２．将来枠組みと技術革新

ReasonⅠ

Need to avoid the “lock-in effect”

ReasonⅡ

Need to avoid premature retirement of 
capital stock

ReasonⅢ

Need to encourage market-led 
technological innovations



２．将来枠組みと技術革新



２．将来枠組みと技術革新

Implications

① 早い段階で途上国が実質的なコミットメントを負
うことが望ましい（衡平性を考慮）。

② 市場に適切な信号を送り、技術革新を市場主導
で促進させていくという意味で、何らかの数値目
標はやはり必要では。

③ 約束期間をより長期にする必要がある。

④ 国際的な革新的技術開発に関する協力や、途
上国への技術支援が肝要。



３．技術革新とmulti-stage approach
Non-AnnexⅠ国参加に関して

Stage1  コミットメントなし

Stage2 排出制限コミットメント（e.g.効率目標）

Stage3 排出削減コミットメント



３．技術革新とmulti-stage approach

技術革新との関連でのmulti-stage approach
の評価

①、②：
主要排出途上国がstage 2に早期に参加す
るような制度設計であればOK。
③：OK。
④：組み合わせることはできる。

衡平性に加えて技術革新の観点から見てもMulti-
stage approachは評価できる。



MS（Stage 1 ⇒ 2）

主要Non-Annex Ⅰ諸国の早期参加

20122012201520122012Stage 
2

東南アジ東アジ南アジ中東南アフRegion
s

20652055201220122012Stage 
2

東アフ西アフ北アフ南米中米Region
s



４．今後の課題

Multi-stage approachそのものの制度設
計

対策コスト(e.g. ET)

技術革新のコストとtiming



マルチステージアプローチ
の考察

CR-indexの意味



CR-index

Article3.1 of UNFCCC
“Common but differentiated 

responsibilities and respective 
capabilities”

CR＝ A ＋ B

一人当たりGDP：A
一人当たり排出量：B



CR-index＝ A（GDP/人口）＋B（GHG/人口）

GHG/GDP(原単位)も反映される

B            GHG/人口 GHG

A            GDP/人口 GDP

なぜGDP/人口とGHG/人口を単純に足し
ているのか ⇔重み付けをすべきではないか

（回答）

GHG/GDP世界平均を1とした時の相互関係



CR-index in 1995

1.33 743中国

1.40 1275中東

2.40 17125旧ソ連

0.46 351124日本

0.93 542628アメリカ

B/A
原単位

A+B

CR

B
一人当たり排出量
tCO2-eq

A
一人当たりGDP
1000ドル

1995年



世界のCO2原単位



MSの概略図
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Stage

１

Intensity targets

一人当たり排出量
世界平均

CR＊2=
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ｔ年間



出典：Elzen et al (2004)

CR-indexの表



２．技術革新の促進のためには

京都議定書の問題点①

（産構審将来枠組み委員会の議論を参考）

約束期間が５年と短く、対策が短期的なもの
に偏り、革新的技術開発やエネルギーシス
テムの構造改革のような抜本的・長期的対
策がおろそかにされる可能性がある



２．技術革新の促進のためには

京都議定書の問題点②

（産構審将来枠組み委員会の議論を参考）

ホットエアーが存在することによって・・・

売り手：

排出削減インセンティブが働かない。

買い手：

温暖化政策の重点が革新的技術開発よりも排出権購入
に置かれる可能性。



２．技術革新の促進のためには

京都議定書の問題点②

（産構審将来枠組み委員会の議論を参考）

技術開発のために国内で１０００
億円を投じるのと、ロシアの排出
権を買うのに１０００億円を投じ
るのとでは、前者のほうが国内
合意を得やすいし、長期的な温
暖化防止のためにも有益だろう。

杉山 大志氏



２．技術革新の促進のためには

京都議定書の問題点③

（産構審将来枠組み委員会の議論を参考）

途上国が実質的なコミットメントを負っておら
ず、途上国においてエネルギーシステムの
構造的変革が進まないのではないか（以下
詳しく理由を述べる）。



２．技術革新の促進のためには

途上国にコミットメントが課せられていない
状態がKPの第一約束期間以降もしばらく続
くと仮定すると、以下のような問題が生じる。

①Lock-in effect
②Premature retirement of capital 

stock
③The lack of market-led technological 

innovations


